
契約団体 各位 

 

平素より弊社商品・サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 

 

保健同人社電話健康相談室より「新型コロナウイルス」に関する最新の情報をお届け

いたします。契約団体ご所属の皆さまの健康管理にお役立ていただければ幸いです。 
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「新型コロナウイルスに関連した感染症」情報 

― ＷＨＯの緊急事態宣言について ― 

2020年 1月 31日版 

 

 

ＷＨＯ（世界保健機関）の緊急事態宣言 

スイスのジュネーブに本部を置くＷＨＯ（世界保健機関）は 1月 30日に、各国の専門家

や保健当局担当者による緊急委員会を開催し、新型コロナウイルスに関連した感染拡大に

ついて、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（ＰＨＥＩＣ: Public Health 

Emergency of International Concern）」に該当すると宣言しました。日本、アメリカ、ド

イツ、ベトナムでヒト－ヒト感染が確認されるなど、中国以外の地域にも感染が広がり始め、

感染拡大防止には国際的な協力態勢が必要であると判断されました。最大の懸念事項とし

て、脆弱な医療制度の国に感染が拡大することがあげられました。 

 

 

ＷＨＯの宣言で変わること・・・ 

ＷＨＯ加盟国（2019年 4月現在 194か国・地域と 2準加盟地域）は、ＷＨＯが主導す新 

型コロナウイルスの封じ込めや拡散防止対策等に最大限協力することが求められます。 

 

・ＷＨＯは都市や地域、各国の住民の移動に関して勧告する権限を得る。 



 ※現時点では、各国政府や航空会社・企業は、移動や貿易を制限する措置を求められていない。 

・ＷＨＯは各国が講じる公衆衛生措置が科学的に妥当かどうか審査する権限を付与される。 

・ＷＨＯは加盟国には勧告に従うよう要請ができる。 

・医療態勢が脆弱な国に対する支援 

・ワクチンや治療法、診断方法の開発の促進 

・風評や誤情報の拡散防止対策 

・データの共有 

                                                                                                                                

【本日の用語解説】 

 

国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（ＰＨＥＩＣ: Public Health Emergency of 

International Concern） 

1 ＰＨＥＩＣとは、ＷＨＯが定める国際保健規則（ＩＨＲ）における次のような事態をい

う。 

(1) 疾病の国際的拡大により、他国に公衆の保健上の危険をもたらすと認められる事態 

(2) 緊急に国際的対策の調整が必要な事態 

2 これまでにＰＨＥＩＣが宣言された事例 

・2009年 4月 豚インフルエンザ A(H1N1)(新型インフルエンザ） 

・2014年 5月 野生型ポリオウイルスの国際的な拡大 

・2014年 8月 エボラ出血熱の西アフリカでの感染拡大 

・2016年 2月 ジカ熱のブラジルなど中南米での感染拡大 

・2019年 7月 エボラ出血熱のコンゴ民主共和国での感染状況 

 

国際保健規則（ＩＨＲ：International Health Regulations） 

ＷＨＯ（世界保健機関）憲章第 21条に基づく国際規則のこと。国際交通に与える影響を最

小限に抑えつつ、疾病の国際的伝播を最大限防止することを目的としています。従来、黄熱、

コレラ、ペストの 3 疾患が対象でしたが、SARS や鳥インフルエンザ等の新興・再興感染症

による健康危機への対応、ＷＨＯと各国との協力強化、テロリズムへの対策強化を図るため

に 2005年に大規模な改正がありました。主な改正点は、原因を問わず国際的な公衆衛生上

の脅威となりうる全ての事象（ＰＨＥＩＣ）へと対象の拡大、ＷＨＯによる勧告、ＰＨＥＩ

Ｃを検知してから 24時間以内の報告義務などです。 

 

監修：寺下 謙三（寺下医学事務所 代表） 


